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い月についても自己負担を請求されることになるため、利用者

が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の

看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを

説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。

④ 地域密着型特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家

族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要で

あり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わり

の中で、利用者の死亡を確認することができる。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医

療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施

設に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本

人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが

必要である。

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認

められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の

意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

⑺ 介護職員処遇改善加算について

２の⒀を準用する。

７ 地域密着型介護福祉施設サービス費 ８ 地域密着型介護福祉施設サービス費

⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について

地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するため 地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するため
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には、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置される には、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置される

ことのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にな ことのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にな

いことが必要であること（施設基準第二十九号）。 いことが必要であること（施設基準第三十九号）。

⑵ 地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準につ ⑵ 地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準につ

いて いて

地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第三十号に規 地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第四十号に規

定する基準に従い、以下の通り、算定すること。 定する基準に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第三十号イに規定する地域密着型介護福祉施設サー イ 施設基準第四十号イに規定する地域密着型介護福祉施設サー

ビス費 ビス費

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居 地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居

室（定員が一人のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の入 室（定員が一人のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の入

所者に対して行われるものであること。 所者に対して行われるものであること。

ロ 施設基準第三十号ロに規定する地域密着型福祉施設サービス ロ 施設基準第四十号ロに規定する地域密着型福祉施設サービス

費 費

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居 地域密着型介護福祉施設サービスが、平成二十四年四月一日

室（定員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入 において現に存する地域密着型介護老人福祉施設（同日におい

所者に対して行われるものであること。 て建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築

された部分を除く。）において、ユニットに属さない居室（定

員が二人以上のものに限る。）の入所者に対して行われるもの

であること。

ハ 施設基準第四十号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サー

ビス費

ユニットに属さない居室（定員が二人以上のものに限る。）

の入所者に対して行われるもの（ロに該当するものを除く。）

であること。

ハ 施設基準第三十号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サー ニ 施設基準第四十号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サー

ビス費 ビス費

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室 地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室

（指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準 （指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ⑶⒤

（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定基準」とい （指定地域密着型サービス基準附則第十一条第一項の規定によ

う。）第百六十条第一項第一号イ⑶⒤（指定基準附則第十一条 り読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）(｢ユ

第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満た ニット型個室」という。）の入居者に対して行われるものであ

すものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の入居者に対し ること。

て行われるものであること。

ニ 施設基準第三十号ニに規定する地域密着型介護福祉施設サー ホ 施設基準第四十号ニに規定する地域密着型介護福祉施設サー
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ビス費 ビス費

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室 地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室

（指定基準第百六十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限 （指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)

るものとし、同⒤（指定基準附則第十一条第一項の規定により を満たすものに限るものとし、同⒤（指定地域密着型サービス

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユ 基準附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合

ニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるもので を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準個室」という。）

あること。 の入居者に対して行われるものであること。

⑶ やむを得ない措置等による定員の超過 ⑶ やむを得ない措置等による定員の超過

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者 原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者

数を含む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減 数を含む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減

算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た単位数を 算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た単位数を

算定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に 算定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に

百分の百五を乗じて得た数（入所定員が四十人を超える場合にあ 百分の百五を乗じて得た数（入所定員が四十人を超える場合にあ

っては、利用定員に二を加えて得た数）まで、③の場合にあって っては、利用定員に二を加えて得た数）まで、③の場合にあって

は、入所定員に百分の百五を乗じて得た数までは減算が行われな は、入所定員に百分の百五を乗じて得た数までは減算が行われな

いものであること（通所介護費等の算定方法第十一号イ）。なお、 いものであること（通所介護費等の算定方法第十号イ）。なお、

この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることか この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることか

ら、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。 ら、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行っ ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行っ

た措置による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による た措置による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による

市町村が行った措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施 市町村が行った措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施

設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場 設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場

合を含む。）によりやむを得ず入所定員を超える場合 合を含む。）によりやむを得ず入所定員を超える場合

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人 ② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型サービス

福祉施設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当 基準百四十五条の規定による入院をしていた場合に、当初の予

初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであっ 定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、そ

て、その時点で当該施設が満床だった場合（当初の再入所予定 の時点で当該施設が満床だった場合（当初の再入所予定日まで

日までの間に限る。） の間に限る。）

③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所する ③ 近い将来、地域密着型介護老人福祉施設本体に入所すること

ことが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅 が見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅にお

における生活を継続することが困難となった場合など、その事 ける生活を継続することが困難となった場合など、その事情を

情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、 勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、地域

指定地域密着型介護老人福祉施設（当該施設が満床である場合 密着型介護老人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）

に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所 に入所し、併設される短期入所生活介護事業所の空床を利用し

の空床を利用して指定地域密着型介護福祉施設サービスを受け て地域密着型介護福祉施設サービスを受けることにより、地域
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ることにより、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超過 密着型介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合

する場合

⑷ ユニットにおける職員に係る減算について ⑷ ユニットにおける職員に係る減算について

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準

に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準 に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準

に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな

い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定 い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定

単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において 単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において

基準を満たすに至っている場合を除く。） 基準を満たすに至っている場合を除く。）

⑸ 身体拘束廃止未実施減算について ⑸ 身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等

が行われていた場合ではなく、指定基準第百十八条第五項又は第 が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第百

百六十一条第五項の記録（指定基準第百十八条第四項又は第百六 十八条第五項又は第百六十一条第五項の記録（指定地域密着型サ

十一条第五項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行って ービス基準第百十八条第四項又は第百六十一条第五項に規定する

いない場合に、入所者全員について所定単位数から減算すること 身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全

となる。具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速 員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記

やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から三 録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村

月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、 長に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、 改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月

入所者全員について所定単位数から減算することとする。 から改善が認められた月までの間について、入所者全員について

所定単位数から減算することとする。

⑹ 日常生活継続支援加算について ⑹ 日常生活継続支援加算について

① 注５の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認 ① 注５の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認

知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を 知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を

有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊 有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊

厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援する 厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援する

ことを評価するものである。 ことを評価するものである。

② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が ② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が

認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とある 認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とある

のは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をい のは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をい

う。 う。

③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすお ③ 要介護四又は五の者の割合、日常生活に支障をきたすおそれ

それのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要 のある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

とする認知症の入所者の割合については、届出日の属する月の る認知症の入所者の割合及び社会福祉士及び介護福祉士法施行

前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出するこ 規則（昭和六十二年厚生省令第四十九号）第一条各号に掲げる
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と。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近 行為を必要とする者の占める割合については、届出日の属する

三月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが 月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出す

必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、 ること。また、届出を行った月以降においても、毎月において

所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービ 直近三月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であるこ

ス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 とが必要である。これらの割合については、毎月記録するもの

とし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５

の届出を提出しなければならない。

④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を ④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を

算出する際の入所者数については、第二の１⑻②を準用するこ 算出する際の入所者数については、第二の１⑻②を準用するこ

と。また、介護福祉士の員数については、届出日前三月間にお と。また、介護福祉士の員数については、届出日前三月間にお

ける員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要 ける員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要

な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行っ な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行っ

た月以降においても、毎月において直近三月間の介護福祉士の た月以降においても、毎月において直近三月間の介護福祉士の

員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人 員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人

数を満たさなくなった場合は、直ちに第一の５の届出を提出し 数を満たさなくなった場合は、直ちに第一の５の届出を提出し

なければならない。 なければならない。

なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資 なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資

格を取得している者とすること。 格を取得している者とすること。

⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、レのサービス提供体制 ⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、ツのサービス提供体制

強化加算は算定できない。 強化加算は算定できない。

⑺ 看護体制加算について ⑺ 看護体制加算について

① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定 ① 短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所

短期入所生活介護事業所とは別に、それぞれ必要な数の看護職 生活介護事業所とは別に、それぞれ必要な数の看護職員を配置

員を配置する必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 する必要がある。具体的には、以下のとおりとする。

イ 看護体制加算(Ⅰ)については、併設の指定短期入所生活介 イ 看護体制加算(Ⅰ)については、併設の短期入所生活介護事

護事業所における看護師の配置にかかわらず、指定地域密着 業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老

型介護老人福祉施設として別に一名以上の常勤の看護師の配 人福祉施設として別に一名以上の常勤の看護師の配置を行っ

置を行った場合に算定が可能である。 た場合に算定が可能である。

ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、併設の指定短期入所生活介 ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、併設の短期入所生活介護事

護事業所における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の 業所における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の地域

指定地域密着型介護老人福祉施設における勤務時間を当該事 密着型介護老人福祉施設における勤務時間を当該事業所にお

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤 いて常勤の従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤務すべき

務すべき時間数が三十二時間を下回る場合は三十二時間を基 時間数が三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とす

本とする。）で除した数が、入所者の数が二十五又はその端 る。）で除した数が、入所者の数が二十五又はその端数を増

数を増すごとに一以上となる場合に算定が可能である。 すごとに一以上となる場合に算定が可能である。
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② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護 ② 特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所生活介護を行

を行っている場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施 っている場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設の入所

設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを 者と短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」

「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。 として取り扱い、一体的に加算を行うこと。

③ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加 ③ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加

算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定する 算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定する

ことが可能である。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)イ ことが可能である。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)イ

又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看 又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看

護体制加算(Ⅱ)イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含 護体制加算(Ⅱ)イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含

めることが可能である。 めることが可能である。

④ 「二十四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要 ④ 「二十四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要

するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な

場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも 場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも

のである。具体的には、 のである。具体的には、

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の

上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関す 上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関す

る取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされているこ る取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされているこ

と。 と。

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の

上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標 上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標

準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか） 準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）

がなされていること。 がなされていること。

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロ ハ 施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ

の内容が周知されていること。 及びロの内容が周知されていること。

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合 ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合

には、電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行 には、電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行

うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこ うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこ

と。 と。

といった体制を整備することを想定している。 といった体制を整備することを想定している。

⑻ 夜勤職員配置加算について ⑻ 夜勤職員配置加算について

① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平 ① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平

均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯午後十時から翌日の午 均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の

前五時までの時間を含めた連続する十六時間をいう。）におけ 午前五時までの時間を含めた連続する十六時間をいう。）にお

る延夜勤時間数を、当該月の日数に十六を乗じて得た数で除す ける延夜勤時間数を、当該月の日数に十六を乗じて得た数で除

ることによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものと することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるもの
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する。 とする。

② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別 ② 短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護

養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行って 老人ホームの空床において短期入所生活介護を行っている場合

いる場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定 にあっては、短期入所生活介護の利用者数と地域密着型介護老

地域密着型介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定 人福祉施設の入所者数を合算した人数を地域密着型介護老人福

地域密着型介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必 祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数

要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合に、加算 を一以上上回って配置した場合に、加算を行う。

を行う。

③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にあっては、増 ③ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設にあっては、増配し

配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置す た夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必

る必要はないものとすること。 要はないものとすること。

⑼ 準ユニットケア加算について ⑼ 準ユニットケア加算について

注６の準ユニットケア加算は、施設基準第三十四号において定 注８の準ユニットケア加算は、施設基準第四十四号において定

める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算 める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算

定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。 定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。

なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、 なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、

当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア 当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア

加算を算定して差し支えない。 加算を算定して差し支えない。

イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、 イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、

可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視 可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視

線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認める 線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認める

が、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井 が、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井

から隙間が空いていることは認める。 から隙間が空いていることは認める。

ロ 一人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設け ロ 一人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設け

て居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切ら て居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切ら

れた空間についての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体 れた空間についての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体

として一人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとす として一人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとす

る。 る。

⑽ 若年性認知症入所者受入加算について ⑽ 若年性認知症入所者受入加算について

３の⑹を準用する。 ４の⑹を準用する。

⑾ 個別機能訓練加算について ⑾ 個別機能訓練加算について

６の⑵を準用する。 ７の⑵を準用する。

⑿ 精神科を担当する医師に係る加算について ⑿ 精神科を担当する医師に係る加算について

① 注12に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれか ① 注12に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれか

に該当する者とすること。 に該当する者とすること。
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イ 医師が認知症と診断した者 イ 医師が認知症と診断した者

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従 ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従

来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性 来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性

老人等介護加算制度について」（平成六年九月三十日老計第 老人等介護加算制度について」（平成六年九月三十日老計第

百三十一号）における認知症老人介護加算の対象者に該当し 百三十一号）における認知症老人介護加算の対象者に該当し

ている場合は、医師の診断は必要としない。 ている場合は、医師の診断は必要としない。

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、 ② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、

常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があるこ 常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があるこ

と。 と。

③ 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科 ③ 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科

を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師 を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師

を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神 を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神

科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受け 科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受け

ているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は ているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は

算定できる。 算定できる。

④ 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係 ④ 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係

る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精 る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精

神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。 神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。

⑤ 健康管理を担当する指定地域密着型介護老人福祉施設の配置 ⑤ 健康管理を担当する地域密着型介護老人福祉施設の配置医師

医師（嘱託医）が一名であり、当該医師が精神科を担当する医 （嘱託医）が一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も

師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回 兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回（一

（一回あたりの勤務時間三～四時間程度）までは加算の算定の 回あたりの勤務時間三～四時間程度）までは加算の算定の基礎

基礎としないものであること。（例えば、月六回配置医師とし としないものであること。（例えば、月六回配置医師として勤

て勤務している精神科を担当する医師の場合：二回となるので、 務している精神科を担当する医師の場合：二回となるので、当

当該費用を算定できることになる。） 該費用を算定できることになる。）

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 ⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。

⒀ 障害者生活支援員に係る加算について ⒀ 障害者生活支援員に係る加算について

① 注13の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十八 ① 注13の「視覚障害者等」については、九十五号告示第三十六

号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある 号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある

者又は重度の知的障害者」としたところであるが、より具体的 者又は重度の知的障害者」としたところであるが、より具体的

には以下の者が該当するものであること。 には以下の者が該当するものであること。

イ 視覚障害者 イ 視覚障害者

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第

十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以 十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以

下「身体障害者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二 下「身体障害者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二
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級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活 級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活

におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認めら におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認めら

れる視覚障害を有する者 れる視覚障害を有する者

ロ 聴覚障害者 ロ 聴覚障害者

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚 身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚

障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに 障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに

支障があると認められる聴覚障害を有する者 支障があると認められる聴覚障害を有する者

ハ 言語機能障害者 ハ 言語機能障害者

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語 身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語

機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ 機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ

ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者 ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者

ニ 知的障害者 ニ 知的障害者

「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付 「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付

厚生省発児第百五十六号各都道府県知事・各指定都市市長あ 厚生省発児第百五十六号各都道府県知事・各指定都市市長あ

て厚生事務次官通知）第五の２の規定により交付を受けた療 て厚生事務次官通知）第五の２の規定により交付を受けた療

育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」（昭 育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」（昭

和四十八年九月二十七日児発第七百二十五号各都道府県知事 和四十八年九月二十七日児発第七百二十五号各都道府県知事

・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知）（以下「局 ・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知）（以下「局

長通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）の障害を有 長通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）の障害を有

する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号） する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）

第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知 第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三 的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三

に規定する重度の障害を有する者 に規定する重度の障害を有する者

② 注13の「入所者の数が十五人以上」という障害者生活支援員 ② 注13の「入所者の数が十五人以上」という障害者生活支援員

に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能 に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能

障害者及び知的障害者の合計数が十五人以上であれば満たされ 障害者及び知的障害者の合計数が十五人以上であれば満たされ

るものであること。この場合の障害者生活支援員の配置につい るものであること。この場合の障害者生活支援員の配置につい

ては、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置さ ては、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置さ

れていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常 れていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常

勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害 勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害

及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼 及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼

務することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、 務することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、

当該加算の要件を満たすものとする。 当該加算の要件を満たすものとする。

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十 ③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（九十

三号告示第二十四号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定す 五号告示第三十七号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定す
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る知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第 る知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第

一項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等 一項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等

で入所者の処遇実務経験五年以上の者とする。 で入所者の処遇実務経験五年以上の者とする。

⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について ⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は ① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は

外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の 外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の

入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。 入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。

（例） （例）

入院又は外泊期間：三月一日～三月八日（八日間） 入院又は外泊期間：三月一日～三月八日（八日間）

三月一日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定 三月一日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定

三月二日～三月七日（六日間）……一日につき二百四十六単 三月二日～三月七日（六日間）……一日につき二百四十六単

位を算定可 位を算定可

三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定 三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、 ② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、

退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊 退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊

の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日 の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日

以降については外泊時の費用は算定できない。 以降については外泊時の費用は算定できない。

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の ③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の

費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ 費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ

ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で

あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生 あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生

活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、 活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、

入院又は外泊時の費用は算定できないこと。 入院又は外泊時の費用は算定できないこと。

④ 入院又は外泊時の取扱い ④ 入院又は外泊時の取扱い

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は

外泊で月をまたがる場合は、最大で連続十三泊（十二日分） 外泊で月をまたがる場合は、最大で連続十三泊（十二日分）

まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。 まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。

（例）月をまたがる入院の場合 （例）月をまたがる入院の場合

入院期間：一月二十五日～三月八日 入院期間：一月二十五日～三月八日

一月二十五日 入院……所定単位数を算定 一月二十五日 入院……所定単位数を算定

一月二十六日～一月三十一日（六日間） 一月二十六日～一月三十一日（六日間）

……一日につき二百四十六単位を算定可 ……一日につき二百四十六単位を算定可

二月一日～二月六日（六日間）……一日につき二百四十六 二月一日～二月六日（六日間）……一日につき二百四十六

単位を算定可 単位を算定可

二月七日～三月七日……費用算定不可 二月七日～三月七日……費用算定不可
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三月八日 退院……所定単位数を算定 三月八日 退院……所定単位数を算定

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は

その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。 その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ

ス費は算定されないものであること。 ス費は算定されないものであること。

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等 ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等

への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。

⒂ 初期加算について ⒂ 初期加算について

① 入所者については、指定地域密着型介護老人福祉施設へ入所 ① 入所者については、地域密着型介護老人福祉施設へ入所した

した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要 当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とす

とすることから、入所日から三十日間に限って、一日につき三 ることから、入所日から三十日間に限って、一日につき三十単

十単位を加算すること。 位を加算すること。

② 「入所日から三十日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を ② 「入所日から三十日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を

行っている間は、初期加算を算定できないこと。 行っている間は、初期加算を算定できないこと。

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 ③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自 初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自

立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間と 立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間と

する。）の間に、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所 する。）の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所した

したことがない場合に限り算定できることとする。 ことがない場合に限り算定できることとする。

なお、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床 なお、当該地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用

利用の短期入所生活介護（単独型の場合であっても指定居宅サ の短期入所生活介護（単独型の場合であっても指定居宅サービ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ スに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及

ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サー び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施 等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

上の留意事項について（平成十二年老企第四十号）第二の１の 留意事項について（平成十二年老企第四十号）第二の１の⑵の

⑵の②に該当する場合を含む。）を利用していた者が日を空け ②に該当する場合を含む。）を利用していた者が日を空けるこ

ることなく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退 となく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所し

所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）については、 た翌日に当該施設に入所した場合を含む。）については、初期

初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三十日か 加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三十日から控

ら控除して得た日数に限り算定するものとする。 除して得た日数に限り算定するものとする。

④ 三十日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合 ④ 三十日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合

は、③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。 は、③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。

⒃ 退所時等相談援助加算について ⒃ 退所時等相談援助加算について

① 退所前後訪問相談援助加算 ① 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算

イ 退所前の訪問相談援助加算については、入所期間が一月を イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が一月を超
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超えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所 えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後

後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について 生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相

相談援助を行った場合に、入所中一回に限り加算を行うもの 談援助を行った場合に、入所中一回に限り算定するものであ

であるが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要が るが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある

あると認められる場合については、二回の訪問相談援助につ と認められる場合については、二回の訪問相談援助について

いて加算が行われるものであること。この場合にあっては、 加算が行われるものであること。この場合にあっては、一回

一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計 目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の

画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問相談 策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問相談援助

援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終

最終調整を目的として行われるものであること。 調整を目的として行われるものであること。

ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後三十

日以内に入所者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、

一回に限り算定するものである。

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相 ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相

談援助加算は訪問日に算定するものであること。 談援助加算は訪問日に算定するものであること。

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できな ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、

いものであること。 次の場合には、算定できないものであること。

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合

ｃ 死亡退所の場合 ｃ 死亡退所の場合

ニ 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、 ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援

看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が

協力して行うこと。

ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれ ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及

にも行うこと。 びその家族等のいずれにも行うこと。

ヘ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合

日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する

記録を行うこと。

② 退所時相談援助加算 ② 退所時相談援助加算

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ

る生活に関する相談援助 る生活に関する相談援助

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助 向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 ｃ 家屋の改善に関する相談援助
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ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助

ロ ①のハからヘまでは、退所時相談援助加算について準用す ロ ①のニからトまでは、退所時相談援助加算について準用す

る。 る。

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、 ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、

老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センタ 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センタ

ーに替え、法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括 ーに替え、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括

支援センターに対して行った場合についても、算定できるも 支援センターに対して行った場合についても、算定できるも

のとする。 のとする。

③ 退所前連携加算 ③ 退所前連携加算

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所 イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所

者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専 者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専

門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上 門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上

必要な調整を行った場合に、入所者一人につき一回に限り退 必要な調整を行った場合に、入所者一人につき一回に限り退

所日に加算を行うものであること。 所日に加算を行うものであること。

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内 ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内

容の要点に関する記録を行うこと。 容の要点に関する記録を行うこと。

ハ ①のハ及びニは、退所前連携加算について準用する。 ハ ①のニ及びホは、退所前連携加算について準用する。

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所 ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所

前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき 前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき

にのみ算定できるものとする。 にのみ算定できるものとする。

⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて ⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

注15に規定する措置については、地域密着型介護福祉施設サー 注15に規定する措置については、地域密着型介護福祉施設サー

ビスを受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個 ビスを受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個

室に入所し、平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所す 室に入所し、平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所す

るまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、 るまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、

当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を 当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を

払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従 払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従

来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介 来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介

護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注15に規定する措 護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注15に規定する措

置の対象とはならないこと。 置の対象とはならないこと。

⒅ 栄養マネジメント加算 ⒅ 栄養マネジメント加算について

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジ ① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジ

メントの一環として行われることに留意すること。 メントの一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか

かわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきもので かわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきもので
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あること。 あること。

② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものである ② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものである

こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて

いる場合は、当該加算を算定できないこと。 いる場合は、当該加算を算定できないこと。

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄 ③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設又は

養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属す 地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う

る施設のみ算定できること。 場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

ただし、サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この

号において「本体施設」という。）にあっては、次の取扱いと

する。

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を一名配置している場合（本

体施設の入所者数とサテライト型施設（一施設に限る。）の

入所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が一未満

である場合に限る。）であって、当該管理栄養士が当該サテ

ライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行

っているときは、当該サテライト型施設においても算定でき

ることとする。

ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を二名以上配置している場合

であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適

切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテ

ライト施設（一施設に限る。）においても算定できることと

する。

④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに ④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに

掲げるとおり、実施すること。 掲げるとおり、実施すること。

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握する イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握する

こと（以下「栄養スクリーニング」という。）。 こと（以下「栄養スクリーニング」という。）。

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題 ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題

を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。 を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、 ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、

管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の 管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄 職種の者が共同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄

養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事 養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事

に関する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が に関する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が

共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成 共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成

すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケ すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケ
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ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、 ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、地域密着型介護福祉施設サービ その同意を得ること。なお、地域密着型介護福祉施設サービ

スにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型施 スにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型施

設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄 設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄

養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメン ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメン

トを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養 トを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養

補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき 補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき

事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す 事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す

ること。 ること。

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機 ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機

能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。そ 能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。そ

の際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状 の際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状

態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を 態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を

設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニ 設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニ

タリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高 タリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高

い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法 い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法

から経口栄養法への変更等）については、概ね二週間毎、低 から経口栄養法への変更等）については、概ね二週間毎、低

栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行うこ 栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行うこ

と。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも と。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも

月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行 月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行

うこと。 うこと。

ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスク ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスク

について、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見 について、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見

直しを行うこと。 直しを行うこと。

ト 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 ト 指定地域密着型サービス基準第六十一条において準用する

する基準第六十一条において準用する第二十条に規定するサ 第三条の十八に規定するサービスの提供の記録において利用

ービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従 者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態

い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、 を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメ

当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用 ント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録す

者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 る必要はないものとすること。

⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その ⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その

同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する 同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する

ものとすること。 ものとすること。

⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高 ⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高
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齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、 齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、

喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事 喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事

関係書類（食事せん及び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及 関係書類（食事せん及び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及

び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。 び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。

⒆ 経口移行加算 ⒆ 経口移行加算について

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす

る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、 る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、

実施するものとすること。 実施するものとすること。

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ

る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、 る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、

医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、 医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共 管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の

同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方 職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための

法等を示した経口移行計画を作成すること（ただし、栄養マ 栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（た

ネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア だし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあって

計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に は、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明 当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその

し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにお 家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サ

いては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の ービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サー

中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成 ビス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行

に代えることができるものとすること。 計画の作成に代えることができるものとすること。

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加 ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加

算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管に 算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管に

よる食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間 よる食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間

は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、百八十 は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、百八十

日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、 日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、

原則として当該加算は算定しないこと。 原則として当該加算は算定しないこと。

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者 ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者

又はその家族の同意を得られた日から起算して、百八十日を 又はその家族の同意を得られた日から起算して、百八十日を

超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可 超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可

能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口によ 能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合に る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合に

あっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。 あっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間毎に受 ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間毎に受

けるものとすること。 けるものとすること。
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② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤 ② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤

嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニまでについ 嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニまでについ

て確認した上で実施すること。 て確認した上で実施すること。

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し

ており、現疾患の病態が安定していること。）。 ており、現疾患の病態が安定していること。）。

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激 ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激

による喉頭挙上が認められること。）。 による喉頭挙上が認められること。）。

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな

いこと。 いこと。

③ 経口移行加算を百八十日間にわたり算定した後、経口摂取に ③ 経口移行加算を百八十日間にわたり算定した後、経口摂取に

移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行す 移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行す

るための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できない るための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できない

ものとすること。 ものとすること。

⒇ 経口維持加算 ⒇ 経口維持加算について

① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認 ① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認

められる者に係るものについて められる者に係るものについて

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著し イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著し

い摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算 い摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算

(Ⅰ)）及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維 (Ⅰ)）及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維

持加算(Ⅱ)）に係るものについては、次に掲げるａからｄま 持加算(Ⅱ)）に係るものについては、次に掲げるａからｄま

での通り、実施するものとすること。 での通り、実施するものとすること。

ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂 ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂

取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影 取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影

撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。 撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。

以下同じ。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉 以下同じ。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉

頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）により誤嚥 頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）により誤嚥

が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）こと が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）こと

から、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別 から、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別

な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたもの な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示

を対象とすること。 を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示

を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、

対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導

を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限

る（以下同じ。）。
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経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂 経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂

取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテス 取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテス

ト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、 ト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、

「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診 「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診

法等により誤嚥が認められることから、継続して経口によ 法等により誤嚥が認められることから、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの

として、医師の指示を受けたものを対象とすること。 として、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とす

ること。

ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門 ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

員その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、継続して経

の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維 口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を

持計画を作成すること（ただし、栄養マネジメント加算を 示した経口維持計画を作成すること（ただし、栄養マネジ

算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のも メント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計

のとして作成すること。）。また、当該計画については、栄 画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に

養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同 ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説

意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、 明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス

経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記 においては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス

載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代 計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計

えることができるものとすること。 画の作成に代えることができるものとすること。

ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。 ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。

「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継 「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継

続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂 続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂

食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算 食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算

(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口に (Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当 よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当

該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した日 該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師

までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同 が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又は

意を得られた日から起算して百八十日以内の期間に限るも その家族の同意を得られた日から起算して百八十日以内の

のとし、それを超えた場合においては、原則として当該加 期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則

算は算定しないこと。 として当該加算は算定しないこと。

ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して百 ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して百

八十日を超えた場合でも、引き続き、 八十日を超えた場合でも、引き続き、

(a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は (a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は

内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭侵 内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭侵

入が認められる場合を含む。）、継続して経口による食事 入が認められる場合を含む。）、継続して経口による食事
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の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるもの の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるもの

として医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理 として医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特

を継続することについての入所者の同意が得られた場合 別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が

得られた場合

(b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、 (b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、

頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続し 頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続し

て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必 て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必

要であるものとして、医師の指示がなされ、また、当該 要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、

特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意 また、当該特別な栄養管理を継続することについての入

が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定で 所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加

きるものとすること。 算を算定できるものとすること。

ただし、(a)又は(b)における医師の指示は、概ね二週間 ただし、(a)又は(b)における医師又は歯科医師の指示は、

毎に受けるものとすること。 概ね一月毎に受けるものとすること。

ロ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師への報 ロ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医

告等が迅速に行われる体制とすること。 師への報告等が迅速に行われる体制とすること。

(21) 口腔機能維持管理加算について (21) 口腔機能維持管理体制加算について

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお ① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお

ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、 ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、

口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管 口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管

理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり 理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり

必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指 必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指

導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画を 導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画を

いうものではない。 いうものではない。

② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下 ② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下

の事項を記載すること。 の事項を記載すること。

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題

ロ 当該施設における目標 ロ 当該施設における目標

ハ 具体的方策 ハ 具体的方策

ニ 留意事項 ニ 留意事項

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況

ヘ 歯科医師の指示内容の要点 ヘ 歯科医師からの指示内容の要点

（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生 （当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生

士が行った場合に限る。） 士が行った場合に限る。）

ト その他必要と思われる事項 ト その他必要と思われる事項

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が ③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が
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算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理加算を算 算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理体制加算

定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言

指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する 及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関

技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪 する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又

問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

(22) 口腔機能維持管理加算について

① 口腔機能維持管理加算については、歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が口腔機能管理体制加算を算定している施設の入所

者に対して口腔ケアを実施した場合において、当該利用者ごと

に算定するものである。

② 当該施設が口腔機能維持管理加算に係るサービスを提供する

場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医

療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその

家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、そ

の提供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式１を

参考として入所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの

指示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事

項に係る記録（以下「口腔機能維持管理に関する実施記録」と

いう。）を作成し保管するとともに、その写しを当該入所者に

対して提供すること。

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケア

を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指

示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項

を口腔機能維持管理に関する実施記録に記入すること。また、

当該歯科衛生士は、入所者の口腔の状態により医療保険におけ

る対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供

されるよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提

供を的確に行うこと。

④ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日

の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算

定された日の属する月においては、算定できない。

(22) 療養食加算 (23) 療養食加算について

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の ① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の

医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食 医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食

事せんに基づき、二十三号告示に示された療養食が提供された 事せんに基づき、九十五号告示に示された療養食が提供された
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場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の 場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の

献立表が作成されている必要があること。 献立表が作成されている必要があること。

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医 ② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医

師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病 師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病

状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎 状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎

臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓 臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）をいう 病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）をいう

ものであること。 ものであること。

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を ③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を

問わないこと。 問わないこと。

④ 減塩食療法等について ④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準

じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減 じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減

塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の

減塩食については、総量六・〇g以下の減塩食をいうこと。ただ 減塩食については、総量六・〇g以下の減塩食をいうこと。

し、平成二十一年九月三十日までの間は従前の総量七・〇g以下

の減塩食でも認めることとすること。

⑤ 肝臓病食について ⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食 肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食

（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をい （胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をい

うこと。 うこと。

⑥ 胃潰瘍食について ⑥ 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えな 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えな

いこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としない いこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としない

が、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる が、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる

食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、 食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、

クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している

入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱っ 入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱っ

て差し支えないこと。 て差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について ⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血 療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血

中ヘモグロビン濃度が十ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の 中ヘモグロビン濃度が十ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の

欠乏に由来する者であること。 欠乏に由来する者であること。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について ⑧ 高度肥満症に対する食事療法について



- 71 -

高度肥満症（肥満度が＋七十％以上又はＢＭＩ（Body Mass I 高度肥満症（肥満度が＋七十％以上又はＢＭＩ（Body Mass I

ndex）が三十五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異 ndex）が三十五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異

常症食に準じて取り扱うことができること。 常症食に準じて取り扱うことができること。

⑨ 特別な場合の検査食について ⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・

大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し 大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し

た場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支え た場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支え

ないこと。 ないこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について ⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等 療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等

は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が百四 は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が百四

十㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が四十㎎ 十㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が四十㎎

／dl未満若しくは血清中性脂肪値が百五十㎎／dl以上である者 ／dl未満若しくは血清中性脂肪値が百五十㎎／dl以上である者

であること。 であること。

(23) 看取り介護加算 (24) 看取り介護加算

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見 ① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見

に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人 に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人

及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、 及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、

随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしな 随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしな

がら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援するこ がら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援するこ

とを主眼として設けたものである。 とを主眼として設けたものである。

② 「二十四時間の連絡体制」については、⑼④を準用すること。 ② 「二十四時間の連絡体制」については、⑺④を準用すること。

③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介 ③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介

護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定 護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定

められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目と められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目と

しては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の しては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の

経過（時期、プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際 経過（時期、プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際

して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、 して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、

本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具 本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具

体的対応等が考えられる。 体的対応等が考えられる。

④ 看取り介護加算は、二十三号告示第三十二号に定める基準に ④ 看取り介護加算は、九十五号告示第四十号に定める基準に適

適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日 合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を

を含めて三十日を上限として、施設において行った看取り介護 含めて三十日を上限として、施設において行った看取り介護を

を評価するものである。 評価するものである。

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在
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宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、 宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、

施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日 施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日

から死亡日までの間は、算定することができない。（したがっ から死亡日までの間は、算定することができない。（したがっ

て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あっ て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あっ

た場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） た場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）

⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能 ⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか

ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても

自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、 自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、

退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に 退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に

係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて 係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて

同意を得ておくことが必要である。 同意を得ておくことが必要である。

⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医 ⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医

療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の 療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の

家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者 家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者

の死亡を確認することが可能である。 の死亡を確認することが可能である。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医

療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施 療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施

設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、 設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、

本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと 本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと

が必要である。 が必要である。

⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院 ⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院

又は外泊期間が死亡日以前三十日の範囲内であれば、当該入院 又は外泊期間が死亡日以前三十日の範囲内であれば、当該入院

又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が 又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が

可能である。 可能である。

⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を ⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を

算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう 算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう

かによる。 かによる。

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、 ⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を 口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で 記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。 ある。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介 連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取 護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取
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り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認 り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認

められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保さ この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保さ

れるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載すると れるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載すると

ともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来 ともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来

てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。 てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極 なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の

意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又 ⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又

は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保 は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保

が可能となるようにすることが必要である。 が可能となるようにすることが必要である。

(24) 在宅復帰支援機能加算 (25) 在宅復帰支援機能加算について

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す ① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す

るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援 るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援

を行うこと。 を行うこと。

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ 退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入 ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入

所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包 所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包

括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者 括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者

の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス

に必要な情報を提供すること。 に必要な情報を提供すること。

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ ② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ

と。 と。

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援 イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援

助 助

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向 ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向

上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言 上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言

ハ 家屋の改善に関する相談援助 ハ 家屋の改善に関する相談援助

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠 ③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠

等の関係書類を整備しておくこと。 等の関係書類を整備しておくこと。

(25) 在宅・入所相互利用加算 (26) 在宅・入所相互利用加算について

① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な ① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な
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限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼とし 限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼とし

て設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了 て設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了

に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象 に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象

者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供 者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供

しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続 しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続

を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが

必要である。 必要である。

② 具体的には、 ② 具体的には、

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所 イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所

期間（入所期間については三月を限度とする）について、文 期間（入所期間については三月を限度とする）について、文

書による同意を得ることが必要である。 書による同意を得ることが必要である。

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進 ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進

める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、 める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、

在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ 在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ

ービス事業者等による支援チームをつくること。 ービス事業者等による支援チームをつくること。

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所 ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所

する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と

し、概ね一月に一回）カンファレンスを開くこと。 し、概ね一月に一回）カンファレンスを開くこと。

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は

入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方 入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方

針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又 針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又

は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する

こと。 こと。

ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及 ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及

び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形 び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形

態を定めること。 態を定めること。

③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている ③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている

場合に、対象者の入所期間一日につき三十単位を加算するもの 場合に、対象者の入所期間一日につき三十単位を加算するもの

である。 である。

④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利 ④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利

用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個 用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個

室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を 室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を

算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでも 算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでも

よいものとする。なお、平成十八年三月三十一日までに多床室 よいものとする。なお、平成十八年三月三十一日までに多床室

を活用して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業 を活用して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業
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を試行的に行っている施設において、同年四月一日以降も多床 を試行的に行っている施設において、同年四月一日以降も多床

室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該 室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該

加算を算定すること。 加算を算定すること。

(26) 小規模拠点集合型施設加算 (27) 小規模拠点集合型施設加算について

小規模拠点集合型施設加算は、同一敷地内で、例えば民家の母 小規模拠点集合型施設加算は、同一敷地内で、例えば民家の母

屋、離れ、倉庫等を活用し、「十九人＋五人＋五人」「十人＋九人 屋、離れ、倉庫等を活用し、「十九人＋五人＋五人」「十人＋九人

＋五人＋五人」といった居住単位（棟）に分けて指定地域密着型 ＋五人＋五人」といった居住単位（棟）に分けて指定地域密着型

介護福祉施設サービスを行っている場合に、五人以下の居住単位 介護福祉施設サービスを行っている場合に、五人以下の居住単位

（棟）に入所している入所者について、所定単位数を加算するも （棟）に入所している入所者について、所定単位数を加算するも

のである。 のである。

(27) 認知症専門ケア加算について (28) 認知症専門ケア加算について

５の⑼を準用する。 ６の⑼を準用する。

(29) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の

障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ

る。

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動

・心理症状」が認められた際に、地域密着型介護老人福祉施設

に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が

継続されることを評価するものである。

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知

症の行動・心理症状」が認められ、緊急に地域密着型介護老人

福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって、

介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家

族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができ

る。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開

始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設へ

の入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断さ

れる場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提

供を行うことにより、適切な医療が受けられるように配慮する

必要がある。

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評

価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サー

ビス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」

が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにするこ
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と。

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該

加算は算定できないものであること。

ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又

は入所中の者

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期

入所療養介護、短期利用共同生活介護、地域密着型短期利用

特定施設入居者生活介護及び短期利用特定施設入居者生活介

護を利用中の者

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し

ておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用

開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して

おくこと。

⑦ 本加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症

状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。

⑧ 本加算は、当該入所者が入所前一月の間に、当該介護老人福

祉施設に入所したことがない場合及び過去一月の間に当該加算

（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定で

きることとする。６の⑶を準用する。

(28) サービス提供体制加算について (30) サービス提供体制加算について

① ２⑺④及び⑤、３⑼②及び③並びに４⑸②を準用する。 ① ２⑿④及び⑤、４⑽②及び③並びに５⑹②を準用する。

② 指定地域密着型介護福祉施設サービスを入所者に直接提供す ② 地域密着型介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職

る職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指 員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員

導員として勤務を行う職員を指すものとする。 として勤務を行う職員を指すものとする。

(31) 介護職員処遇改善加算について

２の⒀を準用する。

９ 複合型サービス費

⑴ 基本報酬の算定について

小規模多機能型居宅介護と同様であるので、５⑴を参照するこ

と。

⑵ サービス提供が過少である場合の減算について

① 「登録者一人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイから

ハまでの方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、


